
事　業　評　価　シ　ー　ト 木造住宅耐震診断・耐震改
修事業

365101

365101 木造住宅耐震診断・耐震改修事業

暮らし快適　魅力あるまち

住宅環境

耐震診断・改修の普及啓発

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者

耐震に係る相談又は耐震診断及び改修の助成を受ける人　
対象者　昭和56年5月31日以前に建築された戸建て木造住
宅居住者（約8,700戸　約17,400人）

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての木造住宅を対象に耐震相談を行い、現行の耐震基準を満たしていない
木造住宅に対し耐震診断及び耐震改修工事に係る費用の一部を補助する。[ 建築物の耐震改修の促進に関する法律
第5条第7項に基づき作成した座間市耐震改修促進計画（平成27年度までに住宅の耐震化率を８２％から９０％に引き上
げる計画）に基づくもの。]

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｄ・市民参加

木造住宅耐震診断・耐震改修工事戸数 63 戸

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

建築住宅課都市部

市事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１８年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

木造住宅耐震診断・耐震改修
工事戸数

63 - -23 (決算) 50 - -100.00 - -

63 - -24 (予算) - - -100.00 - -

63 - -25 (計画) - - -100.00 - -

63 - -26 (計画) - - -100.00 - -

63 - -27 (計画) - - -100.00 - -

63 - -28 (計画) - - -100.00 - -

木造住宅耐震診断・耐震改
修事業

3651011001/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 木造住宅耐震診断・耐震改
修事業

365101

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

地震時における木造住宅の倒壊による被害の軽減を図り、市民の生命と財産を守る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

　市民の方々の耐震に関する意識向上。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
計画に沿って事業を行う。事業が円滑に進められるよう努
力する。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

9,342 37323 (決算) 811 5010,153 203,051

11,674 39224 (予算) 877 5012,551 251,026

16,868 46025 (計画) 1,027 6317,895 284,050

16,868 46026 (計画) 1,024 6317,892 284,007

16,868 46027 (計画) 1,022 6317,890 283,970

16,868 46028 (計画) 1,022 6317,890 283,970

木造住宅耐震診断・耐震改
修事業

3651011002/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 木造住宅耐震診断・耐震改
修事業

365101

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

十分得られている。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

木造住宅耐震診断・耐震改
修事業

3651011003/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 木造住宅耐震診断・耐震改
修事業

365101

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
7
7

地震対策として必要
9
7
7

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

7
7
7

地震対策として十分効率的
7
7
7

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
7

地震対策として十分有効
8
8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
7

希望者に公平に対応している
8
8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
9

早期対策が求められる
7
9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
A ・

A ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 7B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 B ・ 8B ・7

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 8 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 7B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

地震対策として、木造住宅の倒壊による被害の軽減を図り、市民の生命と財産を守るためにも当該事業
の必要性が高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

木造住宅耐震診断・耐震改
修事業

3651011004/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 市営住宅大規模修繕事業365301

365301 市営住宅大規模修繕事業

暮らし快適　魅力あるまち

住宅環境

市営住宅の居住環境確保

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

市営住宅

市営住宅入居者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

市営住宅の屋根防水工事、外壁改修工事等の大規模修繕を実施する。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｄ・市民参加

市営住宅景観改善工事戸数 39 戸

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

建築住宅課都市部

市

公営住宅法21条

事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 昭和４０年代

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

市営住宅景観改善工事戸数

42 - -23 (決算) 42 - -107.70 - -

54 - -24 (予算) - - -138.50 - -

74 - -25 (計画) - - -189.70 - -

96 - -26 (計画) - - -246.20 - -

42 - -27 (計画) - - -107.70 - -

39 - -28 (計画) - - -100.00 - -

市営住宅大規模修繕事業3653011005/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 市営住宅大規模修繕事業365301

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

市営住宅の居住環境の確保を図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

コスト削減

・事業実施上の検討課題

成果指標

成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
計画に沿って事業を行う。事業が円滑に進められるよう努
力をする。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

公営住宅法21条

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

17,522 14423 (決算) 313 4217,835 424,641

29,303 8024 (予算) 179 5429,482 545,964

17,978 12825 (計画) 286 7418,264 246,808

54,468 12826 (計画) 285 9654,753 570,344

11,176 8027 (計画) 178 4211,354 270,328

22,355 8028 (計画) 178 3922,533 577,763

市営住宅大規模修繕事業3653011006/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 市営住宅大規模修繕事業365301

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

十分得られている。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ｂ（7点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

市営住宅大規模修繕事業3653011007/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 市営住宅大規模修繕事業365301

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
7
9

　既存の市営住宅を長期に活用するために必要である。
9
7
9

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

7
7
7

　経過年数に見合う計画的修繕は効率がよい。
7
7
7

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
7

　既存住宅を長期に活用することは、財政的に有効である。
7
7

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
9

　入居者に対して一定の水準を維持することは公平である。
7
9

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
7

　計画的修繕を優先的に行うことは、既存住宅の経済的長期活用
になる。 7

7

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
A ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・
A ・

B ・
B ・

A ・
B ・
A ・

B ・
B ・

B ・

B ・
B ・

B ・
A ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 B ・ 8B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 7 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

事業評価（内部）： 7B 点 一次評価： 7B 点 二次評価： 7B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

良好な市営住宅の居住環境の維持や既存住宅の経済的長期活用のため計画的に整備を行う必要があ
る。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 市借上公営住宅運営事業365304

365304 市借上公営住宅運営事業

暮らし快適　魅力あるまち

住宅環境

市営住宅の居住環境確保

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

市借上公営住宅

市営住宅入居者と建築主

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

借地に存在する老朽化した市営住宅を廃止し、代わりに民間で建設される共同住宅を公営住宅として借上げる。このこと
により、借上料が必要となる。借上期間は、20年間

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｄ・市民参加

借上公営住宅管理戸数 96 戸

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

建築住宅課都市部

市事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 座間・新田宿・四ッ谷地域区分

事業開始 平成１１年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

借上公営住宅管理戸数

96 - -23 (決算) 96 - -100.00 - -

96 - -24 (予算) - - -100.00 - -

96 - -25 (計画) - - -100.00 - -

96 - -26 (計画) - - -100.00 - -

96 - -27 (計画) - - -100.00 - -

96 - -28 (計画) - - -100.00 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 市借上公営住宅運営事業365304

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

住宅に困窮する低額所得者へ住宅を供給する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

借上期間満了前に既入居者の移転住戸を確保すること。（96戸）
平成32年12月から毎年１住宅について賃貸借契約が満了となる。

・事業実施上の検討課題

成果指標

成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｄ　（コストを現状維持＝最大限にコストと成果がバランスがとれている状況）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
当初計画は完了したが、契約期間満了後の対応が必要

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

78,843 19223 (決算) 417 9679,260 825,627

78,840 19224 (予算) 430 9679,270 825,726

78,857 19225 (計画) 429 9679,286 825,893

78,857 19226 (計画) 428 9679,285 825,881

78,857 027 (計画) 0 78,857

78,857 028 (計画) 0 78,857
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事　業　評　価　シ　ー　ト 市借上公営住宅運営事業365304

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでいるが多少改善の余地がある。

高い。

十分得られている。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

7
7
7

公営住宅法に基づき民設借上の手法を取り入れ、市営住宅管理
計画により、老朽化住宅の建替えに対応するために必要な事業で
ある。

7
7
7

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

7
7
6

市営住宅の維持管理の効率は向上する。
7
7
6

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
7

政策的に有効であり成果も十分見込まれる。
7
7

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
9

現入居者の住み替えに限定されるが市営住宅の全体的質の向上
となる。 7

9

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
7

入居者居住環境の改善に対応する必要がある。
7
7

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・
Ｃ ・

B ・
B ・

B ・
A ・

B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

Ｃ ・

B ・
B ・

B ・
A ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 B ・ 8B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 7 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

事業評価（内部）： 7B 点 一次評価： 7B 点 二次評価： 7B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

入居者居住環境の改善に有効かつ効率的な手段であり、必要性は高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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